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新潟県内における令和７年の労働災害発生状況を公表します 

～高年齢労働者（60歳以上）の労働災害の割合が初めて３割超え～ 

 

 

 新潟労働局（局長 黒部恭志）は、新潟県内における令和７年の労働災害の発生状

況をとりまとめましたので公表します。 

 

令和７年１月から 12 月までの労働災害による死亡者数（以下「死亡者数」という。）

は 21 人で前年より１人増加し、休業４日以上の死傷者数（以下「死傷者数」という。）

は 2,663 人で前年より 35 人増加しました。 

（注）死亡者数、死傷者数とも新型コロナウイルス感染症のり患分を除く。 

 

全死傷者数 2,663 人のうち 60 歳以上の労働者が 850 人（約 32％）を占めています。 

60 歳以上の労働災害は増加傾向にあり、特に転倒災害の割合が非常に多くなってい

ます。 

 

 令和８年度は、労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策、高年齢労働者・外

国人労働者の労働災害防止対策、建設業・製造業の労働災害防止対策などの推進に取

り組んでいきます。 

 

 なお、７月１日から７日までの間は全国安全週間を実施しており、事業場や関係業

界団体等に対して、積極的な労働災害防止活動の実施を働きかけていきます。 

 

 

（概要は次ページに掲載）  

                                                 

 

 

 

令和８年６月 30 日 

【照会先】 

新潟労働局労働基準部健康安全課 

課    長   村井 千晴  

主任地方産業安全専門官  村山 一雄 

TEL：025-288-3505  

 

新 潟 労 働 局 
Niigata Labour Bureau 

1



 

 

【令和７年の新潟県内における労働災害発生状況の概要】 

【別添】―令和７年 労働災害発生状況― 

１ 死亡者数 ※２ 

〇死亡者数は 21 人と過去 10 年間では平成 28 年に次いで２番目に多い人数となった。 

〇業種別では、 

建設業 ６人（前年比２人減） 

   製造業 ６人（前年比１人増） 

商  業 ４人（前年比３人増） 

道路貨物運送業 ３人（前年比±０） 

などとなった。 

〇事故の型別では、 

   「はさまれ・巻き込まれ」及び「交通事故（道路）」がそれぞれ５人 

   「墜落・転落」及び「高温・低温物との接触」がそれぞれ３人 

「崩壊・倒壊」及び「激突され」がそれぞれ２人 

「感電」」が１人 

  となった。 

〇年齢別では、40 歳代の労働者が７人で最多、次いで 60 歳～が５人などとなっている。 

 

２ 死傷者数 ※３ 

〇死傷者数は 2,663.人となり、前年比で 35 人（1.3％）の増加となった。 

〇事故の型別では、 

   「転倒」754 人（前年比 48 人・6.8％増） 

「墜落・転落」441 人（前年比 51 人・13.1％増） 

   「動作の反動・無理な動作」386 人（前年比 29 人・％7.0 減） 

「はさまれ・巻き込まれ」309 人（前年比 24 人・7.2％減） 

「切れ・こすれ」171 人（前年比 5 人・2.8％減） 

「交通事故（道路）」101 人（前年比 21 人・26.3％増） 

 などとなっている。 

〇年齢別では、 

   60 歳以上が 850 人（前年比 78 人・10.1％増）となっており、60 歳以上の死傷者数が 

死傷者全体の約 32％を占めている。 

〇外国人労働者の死傷者数は 77 人となり、前年に比べ 17 人、28.3％増加した。 

 

※１ 死亡者数及び死傷者数は、いずれも新型コロナウイルス感染症のり患者を除いたもの。 

※２ 死亡災害報告をもとに、死亡者数を集計 

※３ 事業者から提出される労働者死傷病報告をもとに、休業４日以上の死傷者数を集計。 

なお、これらの件数に通勤中に発生した災害の件数は含まない。 
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（人） 
（図１）死亡災害の推移 

（表１）業種別死亡災害発生状況 

―令和７年 労働災害発生状況― 

１ 死亡災害について 

(1) 令和７年（令和７年１月から 12 月まで）の労働災害での死亡者数は 21 人で、前年と比較

して１人増となりました（図１）。 

 

 

(2) 業種別にみると、製造業及び建設業が６人(28.6%)と最も多く、次いで、商業が４人（19.0％）

となっています（表１）。 
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（図２）事故型別死亡災害発生の割合 

（表２）事故型別死亡災害発生状況 

(3)  事故の型別にみると「はさまれ・巻き込まれ」及び「交通事故（道路）」でそれぞれ５人、

「墜落・転落」及び「高温・低温物との接触」でそれぞれ３人、「崩壊・倒壊」及び「激突さ

れ」でそれぞれ２人などとなっています（表２、図２）。 

 

事故の型別 令和７年 令和６年 前年比（人） 

墜落・転落 ３ ５ －２ 

飛来・落下 ０ ２ －２ 

崩壊・倒壊 ２ １ ＋１ 

激突され ２ １ ＋１ 

はさまれ・巻き込まれ ５ ４ ＋１ 

  おぼれ ０ ３ －３ 

高温・低温物との接触 ３ ０ ＋３ 

交通事故(道路) ５ ２ ＋３ 

その他 １ ２ －１ 

合 計 ２１ ２０ ＋１ 
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（表３）年齢別死亡災害発生状況 

（図３）年齢別死亡災害発生の割合 

(4) 年齢別にみると、40歳～49歳が７人、60歳以上が５人、50歳～59歳が４人、30歳～

39歳が３人、20歳～29歳が２人となっています（表３、図３）。 

 

 

年齢別 令和７年 令和６年 前年比（人） 

～19歳 ０ ０ ±０ 

20歳～29歳 ２ ２ ±０ 

30歳～39歳 ３ １ ＋２ 

40歳～49歳 ７ ２ ＋５ 

50歳～59歳 ４ ７ －３ 

60歳～ ５ ８ －３ 

合 計 ２１ ２０ ＋１ 
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２ 令和７年における休業４日以上の死傷災害発生状況 

（1） 令和７年（令和７年１月から 12月まで）の労働災害による休業４日以上の死傷者数は

2,663人で、前年と比較して 35人(1.3%）の増加となりました（図４）。 

（2） 業種別にみると、その他の事業（第三次産業等）が 1,247人（46.8%）と最も多くを占め、

次いで、製造業が 676人（25.4%）、建設業が 361人（13.6%)、道路貨物運送業が 255.人

（9.6%）となっています（図４）。  
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（表４）主な事故型別死傷災害発生状況 

（図５）事故型別死傷災害発生の割合 

（３）事故の型別にみると、「転倒」の 754人が最も多く全体の 28.3%を占めています。 

次いで「墜落・転落」が 441人（16.6％）、「動作の反動・無理な動作」が 386人（14.5%）、 

「はさまれ・巻き込まれ」が 309人（11.6％）、となっています（表４、図５）。 

 

 令和７年 令和６年 前年比（人） 

全産業 ２，６６３ ２，６２８ ＋３５ 
 

事 故 の 型 別 令和７年 令和６年 前年比（人） 

転倒 ７５４ ７０６ ＋４８ 

墜落・転落 ４４１ ３９０ ＋５１ 

動作の反動・無理な動作 ３８６ ４１５ －２９ 

はさまれ・巻き込まれ ３０９ ３３３ －２４ 

切れ・こすれ １７１ １７６ －５ 

交通事故（道路） １０１ ８０ ＋２１ 

飛来・落下 ９１ １０７ －１６ 

高温・低温物との接触 ９１ ５９ ＋３２ 

その他 ３１９ ３６２ －４３ 
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（表５）年齢別死傷災害発生状況 

（図６）年齢別死傷災害発生の割合 

（４） 年齢別にみると、60歳以上が 850人と最も多く 31.9％を占め、次いで 50歳～59歳が

715人で 26.8％を占めています。 

また。60歳未満の災害は減少に転じましたが、60歳以上の災害は増加しています 

（表５、図６）。 

 

 

年齢別 令和７年 令和６年 前年比（人） 

～19歳 ２９ ２７ ＋２ 

20歳～29歳 ２５９ ２８５ －２６ 

30歳～39歳 ３３４ ３０９ ＋２５ 

40歳～49歳 ４７６ ４８１ －５ 

50歳～59歳 ７１５ ７５４ －３９ 

60歳～ ８５０ ７７２ ＋７８ 

合 計 ２,６６３ ２，６２８ ＋３５ 
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（表６）高年齢労働者の業種別の死傷災害発生状況 

製造業
18.8%
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社会福祉施設
12.9%

建設業
11.3%

その他
38.5%

令和７年 ８５０人

（図７）高年齢労働者の業種別の死傷災害発生の割合 

（表７）高年齢労働者の事故の型別の死傷災害発生状況 

（５） 高年齢労働者（60歳以上）の死傷者数は 850人と前年に比べ 78人増加しました。 

新潟労働局においては、初めて全死傷者数の３割以上を占める結果となりました 

（表６、７、図７、８、９）。 

 

 令和７年 令和６年 前年比（人） 

製造業 １６０ １６１ －１ 

商業 １５７ １３１ ＋２６ 

社会福祉施設 １１０  ７９ ＋３１ 

建設業 ９６ １１７ －２１ 

その他 ３２７ ２８４ ＋４３ 

合 計 ８５０ ７７２ ＋７８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

事故の型別 令和７年 令和６年 前年比（人） 

転倒 ３６８ ３０６ ＋６２ 

墜落・転落 １５３ １１５ ＋３８ 

動作の反動・無理な動作 ７５ ８１ －６ 

はさまれ・巻き込まれ ７０ ８２ －１２ 

切れ・こすれ ３７ ３１ ＋６ 

交通事故（道路） ２８ １７ ＋１１ 

その他 １１９ １４０ －２１ 

合 計 ８５０ ７７２ ＋７８ 
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（図９）高年齢労働者（60歳以上）の死傷者数の推移 
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（図８）高年齢労働者の事故の型別の死傷災害発生の割合   
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（表８）外国人労働者の業種別の死傷災害発生状況 

製造業
54.5%
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22.1%
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10.4%
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（図 10）外国人労働者の業種別の死傷災害発生の割合 

（表９）外国人労働者の事故の型別の死傷災害発生状況 

（６）外国人労働者の休業４日以上の死傷災害発生状況 

    外国人労働者の死傷者数は 77人と前年に比べ 17人増加しました。 

 

 令和７年 令和６年 前年比（人） 

製造業 ４２ ３１ ＋１１ 

建設業 １７ １２ ＋５ 

商業  ５  ９ －４ 

社会福祉施設  ５  ３ ＋２ 

その他  ８  ５ ＋３ 

合 計 ７７ ６０ ＋１７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故の型別 令和７年 令和６年 前年比（人） 

はさまれ・巻き込まれ ２１ １３ ＋８ 

転倒 １３ ８ ＋５ 

墜落・転落 ８ ７ ＋１ 

動作の反動・無理な動作 ８ ６ ＋２ 

切れ・こすれ ７ １３ －６ 

飛来・落下 ７ ６ ＋１ 

その他 １３ ７ ＋６ 

合 計 ７７ ６０ ＋１７ 
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（図 11）外国人労働者の事故の型別の死傷災害発生の割合  
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令和７年 業種別死亡災害発生状況 

○製  造  業      

№ 発生月 発      生      状      況 
 

1 １月 

 自動研磨機の運転を停止せずにバフ盤に手作業で研磨剤を塗布していたと

ころ、回転していた２本のバフ盤の間に右腕を巻き込まれた。 

 [40歳代] 

 

2 １月 

 工場内において、天井クレーンにより反転させた鋳物製品（重量約 1.9ｔ）を枕

木の上に立てた状態で玉掛用具(つりチェーン)を外した際、鋳物製品が倒れ、

金属製の棚と鋳物製品の間にはさまれた。 

   [20歳代] 

 

3 ４月 

 アスファルトタンク投入口のゲートが通常の操作では開かない状態となって

いたため、被災者がレバーブロックを用いてゲートを開けようとしたところ、ゲー

トが開き、ゲートとゲートの枠に体をはさまれた。 

  [40歳代］ 

 

4 ７月 

 被災者は、充填シール機のシール台車のゴム受け箇所を点検していた。途

中、機械の運転を停止せずに機械内部へ頭部を入れた状態で点検していたと

ころ、密封端子ボックスと支柱の間に頭部を挟まれ、頭部外傷により死亡し

た。 

 ［30歳代］ 

 

5 10月 

 機械の部品交換をするため、被災者と同僚とで打ち合わせを行っていたとこ

ろ、被災者が機械の稼働範囲内に立ち入ってしまい頭部を挟まれ死亡した。 

 ［40歳代］ 

 

6 12月 

 事業所敷地内において、軽トラックを運転していたところ、高さ約 30 メートル

の崖から転落したもの。 

 [50歳代] 
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○建  設  業      

№ 発生月 発      生      状      況 
 

1 １月 

  倉庫の中２階において、エンジンポンプを探していたところ、中２階の端部か

ら墜落し、ユニック車の突起物に上半身をぶつけ、その後地面に墜落した。 

 [70歳代] 

 

2 ３月 

 地中埋設物の撤去作業を行っていた際、地中のケーブルを玉掛けワイヤー

で束ね、ドラグショベルをクレーンモードにして引き上げたところ、埋設されてい

た鋼管が一緒に持ち上がり、被災者の頭部に激突した。 

 [50歳代] 

 

3 ８月 

 一般住宅の屋根の塗装作業を行っていた労働者が、高さ約 3.9mの玄関ポ

ーチの屋根上で塗装作業をしていたところ、墜落した。 

 ［40歳代］ 

 

4 ９月 

 空き家の雑木剪定作業後に作業完了の写真撮影を行うため、被災者は軽ト

ラックを道路に停車して運転席を降りて歩いていたところ、無人の軽トラックが

後退したため、止めようと荷台後方に回り込んだところ、軽トラックに激突され、

近くのブロック塀に後頭部を強打した。 

 ［30歳代］ 

 

5 10月 

 キュービクル内部で確認作業中、誤って充電部に接触又は接近してしまい感

電した。 

 ［20歳代］ 

 

6 11月 

 送電線の設備保守作業中に宙づり状態で動けなくなった。次第に体温が低

下して死亡した。 

 ［40歳代］ 

 

○その他（製造・建設以外）  
 

№ 発生月 発      生      状      況 
 

 

1 ２月 
 新聞配達のため歩行中、大型トレーラーにはねられたもの。 

 ［60歳代］ 
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2 ２月 

 高速道路にてタンクローリーを運転中、高速バスのバス停へ入る側道へ進入

し、前進し続けた結果、ワイヤーロープ防護柵を突き破り道路下の法面に転落

した。 

 ［40歳代］ 

 

3 ３月 

 個人宅の敷地内で、プロパンガスボンベの配達員が、配達用のトラック（最大

積載量３ｔ）の後輪車軸と地面との間にはさまれた状態で住人に発見された。 

 目撃者はいないが、トラックの停止位置が斜面だったので後方に逸走したも

のと推定される。 

 ［60歳代］ 

 

4 ５月 

 被災者は出張先において、製材装置から集じんされたおがくずを溜めておく

建物からトラックの荷台におがくずを積み込む作業を一人で行っていた。被災

者が作業を開始してからしばらく経過しても被災者の姿が見当たらなかったこ

とから捜索を行ったところ、トラック荷台のおがくずの中から被災者が発見され

た。被災者の死因は窒息死であった。 

 ［70歳代］ 

 

5 ６月 

 資材を納品先へ配達するため、トラックを運転していた労働者が、橋の南橋

詰を走行中、道路脇の斜面にはみ出して、そのまま橋の直下にある市道に落

下した。 

 ［20歳代］ 

 

6 ７月 

 一人で農作業を行っていた被災者が倒れているのが発見された。当日は

WBGT値が 33℃以上観測されており、熱中症により死亡したものと推定され

る。 

 ［60歳代］ 

 

7 ８月 

 高速道路でトラックを運転中、追越車線から走行車線に戻る際に、トラック後

方の走行車線を走行していた乗用車に接触して操作不能となり、トンネル壁面

に激突した。 

 ［50歳代］ 

 

8 ９月 

 事務所内において、体調の悪い様子で椅子に座っている労働者が発見され

た。その後、救急搬送されたが熱中症により死亡した。当日は熱中症警戒アラ

ートが発令されていた。 

 ［50歳代］ 

 

9 12月 
 一般車両を含めた多重事故に巻き込まれ、死亡した。 

 ［40歳代］ 
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事業者の皆さまへ エイジフレンドリーガイドラインに替わる新たな指針です

高 年 齢 者 の 労 働 災 害 防 止 の た め の 指 針
（ エ イ ジ フ レ ン ド リ ー 指 針 ） を 策 定 し ま し た
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社会の高齢化に伴い、高年齢者の労働災害発生率は、今後さらに増加することが予想され、

高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、適切な作業の管理等の取り組みが重要です。

年齢層別労働災害による休業見込み期間(R6)年齢層別労働災害発生率(休業4日以上死傷度数率)(R６)

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律（令和７年法律第33号）により、高

年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、作業管理などの必要な措置を講ずることが事業

者の努力義務となったことを受け、令和８年２月に、「高年齢者の労働災害防止のための指針」

（エイジフレンドリー指針）を策定しました。

このリーフレットは、エイジフレンドリー指針の主なポイントや高年齢者の労働災害防止対策をま

とめたものです。皆さまの事業場での、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理

等に、ぜひご活用ください。

概要

高年齢者をめぐる労働災害の現状

高年齢者は他の世代と比べて、労働災害の発生率が高く、災害が起きた際の休業期間が長い傾向

があります。

指針の主なポイントは次頁をご覧ください⇒

都道府県労働局・労働基準監督署
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経営トップによる方針表明及び体制整備

・ 経営トップが高年齢者の労働災害防止対策に取り組む方針を示し、対策の実施体制を明確化し

ます。

・ 高年齢者の労働災害防止について、安全衛生委員会等において調査審議するなど労使で話し

合いましょう。

設備・装置の導入を検討した後に、高年齢者の特性を考慮した作業管理（複数作業の同時進行

を避ける、暑さに対する自覚症状が低下しやすい傾向がある高年齢者に水分補給を勧奨するこ

となど）についても検討しましょう。

高年齢者の労働災害防止のためのリスクアセスメントの実施

高年齢者の身体機能等の低下等による労働災害の発生リスクについて、災害事例等からリス

クを洗い出して対策の優先順位を検討し、その結果も踏まえ以下の２～５を参考に優先順位

の高いものから取組事項を決めましょう。

事業者が講ずべき措置

経営トップ
方針表明

労働者の意見を聴く機会や
労使で話し合う機会 担当者・組織の指定

危険源の特定等のリスクアセスメント及び対策の検討

事業場における安全衛生管理の基本的体制

１. 安全衛生管理体制の確立等

２. 職場環境の改善

１で実施したリスクアセスメントの結果に基づき、身体機能の低下を補う設備・装置の導入

(最優先)と高年齢者の特性を考慮した作業管理を検討します。

階段に手すりを設置する又は
段差をなくしスロープにする

墜落の危険性がある階段

リフトやスライディングボード
等の導入

足腰に負担のある移乗作業

体温を下げるための機能の
ある服などの導入

暑熱環境での作業

身体機能の低下を補う設備・装置の導入事例

リスクアセスメントにおける危険源の洗い出しについては、職場のあんぜんサイト

（労働災害事例）に掲載されている、災害事例やヒヤリハット事例を参考にすること

ができます。
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業務内容の決定の際は、健康や体力の状況に応じて、安全と健康の観点を踏まえた適合す

る業務とのマッチングに努め、継続した業務の提供に配慮しましょう。

３. 高年齢者の健康や体力の状況の把握

５. 安全衛生教育

身体機能の低下は2０～30代から始まる場合があるため、体力チェックは青年、壮年期から開始

することが望ましいです。また、体力チェックが高負荷になりすぎないよう十分配慮します。例え

ば以下のようなツールを活用することができます。

・ 管理監督者へは、高年齢者の作業に無理がないかを把握する重要性を教育します。

（高年齢者が実際に働いている現場を見て、声がけ等をする）

・ 教育の計画を立案する際に、複数の災害を対象として共通する事項とそれぞれの災害を

対象とした事項の両方を行うことが望ましいです。

健康状況・体力の状況の把握

・ 法令で定める健康診断を確実に実施しましょう。

・ 体力の状況を客観的に把握し必要な対策を行うため、主に高年齢者を対象とした体力チェックを

継続的に実施しましょう。 ※これらの情報については、適正な取り扱いが必要です。

４. 高年齢者の健康や体力の状況に応じた対応

個々の高年齢者の健康や体力の状況を踏まえた措置

健康や体力の状況を踏まえて、必要に応じ就業上の措置を講じましょう。

高年齢者の状況に応じた業務の提供

高年齢者の治療と就業の両立については「治療と就業の両立支援指針」に基づく取組に努めま

しょう。

心身両面にわたる健康保持増進措置

集団及び個々の高年齢者を対象として、身体機能等の維持向上のための取組を実施することが

望ましいです。

高年齢者に対する教育

・ 法令に基づく教育等を確実に行いましょう。

・ 作業内容とそのリスクについての理解を得やすくするには、十分な時間が必要です。高年齢者が

経験のない業種や業務に従事する場合には、特に丁寧な教育訓練を行いましょう。

管理監督者等に対する教育

高年齢者特有の特性と高年齢者の安全衛生対策について教育を行いましょう。

転倒等リスク評価
セルフチェック表

厚生労働省

全身持久力の

評価方法

労働安全衛生総合研究所

新体力テスト

スポーツ庁
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中小企業安全衛生

サポート事業

この補助金は、（一社）日本労働安全衛生コンサルタント会が補助事業の実施事業者（補助事

業者）となり、中小企業事業者からの申請を受けて審査等を行い、補助金の交付決定と支払

を実施します。

エイジフレンドリー補助金について

対象となる事業者

次のいずれも満たす中小企業事業者であること

・ １年以上事業を実施していること

・ 役員を除き、自社の労災保険適用の高年齢労働者(60歳以上)が常時１名以上就労していること

事業者は、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理その他の必要な措置を講ずる

ように努め、個々の労働者は、自らの身体機能等の低下が労働災害リスクにつながり得ることを

理解し、労使の協力の下で取組を進めることが必要です。

個別事業場に対するコンサルティング等の活用として

は、中央労働災害防止協会の中 小 企 業 安 全 衛 生 サ

ポート事業を、補助金については厚生労働省で実施す

るエイジフレンドリー補助金を、社会的評価を高める

仕組みについてはSAFEアワード等を活用することが

できます。

補助金の目的

・ 高年齢労働者の労働災害防止のための設備改善や専門家による指導な

どの費用を補助します。

・ 高年齢労働者の雇用状況や対策・取組の計画を審査の上、効果が期待

できるものについて、補助金を支給します。

資本金又は
出資の総額 ※１

常時使用する
労働者数 ※１業 種

５,０００万円以下５０人以下小売業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業小売業

５,０００万円以下１００人以下
医療・福祉（※２）、宿泊業、娯楽業、教育・学習支援業、
情報サービス業、物品賃貸業、学術研究・専門・技術サービス業など

サービス業

１億円以下１００人以下卸売業卸売業

３億円以下３００人以下製造業、建設業、運輸業、農業、林業、漁業、金融業、保険業などその他の業種

※１ 常時使用する労働者数、または資本金等のいずれか一方の条件を満たせば中小企業事業者となります。
※２ 医療・福祉法人等で資本金・出資がない場合には、労働者数のみで判断することとなります。

【参考】エイジフレンドリー補助金の申請対象となる中小企業事業者の範囲

労働者と協力して取り組む事項

国、関係団体等による支援

エイジフレンドリー

補助金

SAFEアワード

都道府県労働局・労働基準監督署

R8.６
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